
施策評価シート

目標水準

大項目 02 地域とともに育む福祉社会づくり

理学療法士等の訪問回数/17年度の設定
目標回数 （

 心身の状況や療養の状態によって保健指導が必要と認められる方を対象に、心身機能の低下の防止、健康の
保持・増進を図ります。
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施　策 02 在宅福祉、在宅医療の推進

目的

章

）

　要介護状態になることや重症化を予防することで、対象者の在宅生活の質を確保することができます。また、介護に携
わる家族を支援し、介護者の健康の保持・増進も図ります。在宅で療養している区民の方に対し、日常の生活の場に多職
種が直接訪問することで、食生活から自立支援、介護予防、介護者支援等、在宅生活の質の向上を図ります。

   次のいずれかに該当し、療養上、保健指導が必要と認められる区民及びその家族等に対し、保健師、理学療法士、栄
養士、歯科衛生士による訪問指導を実施します。
①  虚弱高齢者                       　②  要介護高齢者の介護者
③  認知症予防の必要な高齢者  ④  寝たきり・準寝たきり者等
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総合評価 総合評価

 

課題

評価

　訪問指導は、平成18年度に対象者の年齢制限を撤廃し、広く区民のニーズに応えられるようにしましたが、まだ十分に利
用されていません。今後、区民への事業周知を強化するとともに、関係機関との連携強化を進め、利用向上に努めます。ま
た、指導の質を高めるため、訪問介護に従事する専門職を対象とした技術講習会を開催し、在宅療養者の生活の質の向上
を目指します。

施策を構成する計画事業

所管部

○保健師・理学療法士等による訪問指導の実績
　年間延べ回数(平成18年度）：保健師訪問指導　250回（延べ人数399人）、理学療法士同行　　79回（延べ人数128人）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訪問栄養指導　　　20回（延べ人数23人）、　訪問口腔衛生指導　2回（延べ人数3人）

主な取組み

健康部

今後の取組み・改革の方針

総　　　　合　　　　評　　　　価

　介護保険の導入により、保健師の訪問指導対象者が減少しています。一方、平成18年度からの医療におけるリハビリ
テーションの算定日数が制限されたことで、退院後の地域リハビリテーションを必要とするニーズは大きくなっています。今
後は、要介護状態の進行を予防するためにも、訪問指導を必要とする方への幅広い周知と関係機関との連携を強化する必
要があります。また、関係機関も含め、訪問介護に携わる専門職の技術向上への援助も課題です。

※　 訪問指導によりＡＤＬ(※日常生活動作）機能の維持が図られ、また栄養指導により食生活の改善もみられ
ており、事業を継続することで、生活の質の向上が期待でき、徐々に効果があがっていくものと思われます。
※ＡＤＬ（日常生活動作）とは、食事・更衣・移動・排泄・入浴など生活を営む上で不可欠な基本的行動を指し
ます。

Ｂ

17

頁 頁

訪問指導の充実 Ｂ


